
○
公
安
委
員
会
規
則

○
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
７
日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
２
項
の
表
の
会
計
課
の
項
中
「
会
計
監
査
室
」
を
「
会
計
企
画
・
支
援
・
監
査
室
」
に
改
め
、

「
警
衛
警
護
室

同
表
の
警
備
運
用
課
の
項
中
「
航
空
隊
」
を

に
改
め
る
。

航
空
隊
」

第
５
条
の
表
の
首
席
師
範
の
項
中
「
採
用
・
育
成
企
画
室
」
を
「
警
務
課
」
に
改
め
、
同
表
の
被
害
者
連

絡
調
整
官
の
項
中
「
警
視
」
の
次
に
「
又
は
警
部
」
を
加
え
、
同
表
の
師
範
の
項
中
「
採
用
・
育
成
企
画

室
」
を
「
警
務
課
」
に
改
め
る
。

第
９
条
第
１６号

中
「
警
察
職
員
の
公
務
災
害
補
償
」
を
「
警
察
術
科
の
企
画
及
び
実
施
」
に
改
め
、
同
条

中
第
２０号

を
削
り
、
第
２１号

を
第
２０号

と
し
、
第
２２号

か
ら
第
２４号

ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
１１条

中
第
９
号
を
第
１０号

と
し
、
第
５
号
か
ら
第
８
号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
４
号
の
次
に

次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑸
警
察
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

第
１９条

に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑹
警
察
犬
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
３１条

の
６
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
会
計
監
査
室
」
を
「
会
計
企
画
・
支
援
・
監
査
室
」
に
改
め

る
。第
３１条

の
８
中
第
２
号
を
第
３
号
と
し
、
第
１
号
を
第
２
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑴
財
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

第
３２条

中
第
３
号
を
削
り
、
第
４
号
を
第
３
号
と
し
、
第
５
号
を
第
４
号
と
し
、
第
６
号
を
第
５
号
と
す

る
。第
４１条

の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
警
衛
警
護
室
の
分
掌
事
務
）

第
４１条

の
２
警
衛
警
護
室
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

⑴
警
衛
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
警
護
に
関
す
る
こ
と
。

第
５０条

第
１
項
第
２
号
を
削
り
、
同
項
第
３
号
中
「
大
分
東
警
察
署
」
の
次
に
「
、
別
府
警
察
署
」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
２
号
と
し
、
同
項
中
第
４
号
を
第
３
号
と
し
、
第
５
号
か
ら
第
７
号
ま
で
を
１
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
４
号

警
察
本
部

警
察
学
校

大
分
県
警
察
総
合
企
画
運
営
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
５
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
７
日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
２
条
第
３
項
中
「
警
察
学
校
長
」
の
次
に
「
、
警
務
部
総
括
参
事
官
、
警
務
部
参
事
監
」
を
加
え
る
。

附
則

令

和

五

年

号

外

一
六

三

月

七

日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
�

�
�

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
総
合
企
画
運
営
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
・
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
七
日

一



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

会
計
監
査
室
監
査
係
、
出
納
係
、
指
導
係

会
計
企
画
・
支
援

・
監
査
室

企
画
・
支
援
係
、
監
査
係
、
出
納
係
、
指
導
係

航
空

隊
航
空
係
、
整
備
係

警
衛
警
護
室
警
衛
・
警
護
係

航
空

隊
航
空
係
、
整
備
係

参
事

警
務
課

事
務
職
員

⑴
警
察
職
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
並
び
に

公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
公
安
委
員
会
規
則
、
訓
令
等
の
案
の
審
査

並
び
に
文
書
事
務
の
指
導
及
び
改
善
に
関
す

る
こ
と
。

⑶
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
こ
と
。

⑷
そ
の
他
上
司
の
命
を
受
け
た
事
務
に
関
す

る
こ
と
。

術
科
指
導
官
採
用
・
育
成

企
画
室

警
視

⑴
術
科
教
養
の
指
導
及
び
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

⑵
そ
の
他
上
司
の
命
を
受
け
た
事
務
に
関
す

る
こ
と
。

を

術
科
指
導
官
警
務
課

警
視

⑴
術
科
教
養
の
指
導
及
び
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

⑵
そ
の
他
上
司
の
命
を
受
け
た
事
務
に
関
す

る
こ
と
。

参
事

警
務
課

事
務
職
員

⑴
警
察
職
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す

る
こ
と
。

⑵
公
安
委
員
会
規
則
、
訓
令
等
の
案
の
審
査

並
び
に
文
書
事
務
の
指
導
及
び
改
善
に
関
す

る
こ
と
。

⑶
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
こ
と
。

⑷
そ
の
他
上
司
の
命
を
受
け
た
事
務
に
関
す

る
こ
と
。

に
改

被
害
者
連
絡

調
整
官

交
通
指
導
課
警
部

⑴
交
通
事
故
被
害
者
等
に
係
る
被
害
者
支
援

の
総
括
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
そ
の
他
上
司
の
命
を
受
け
た
事
務
に
関
す

る
こ
と
。

Ｂ
別
府
警
察
署

Ｃ
大
分
東
警
察
署
、
中
津
警
察
署
及
び
日
田
警
察
署

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
３
月
７
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
５
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
６
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
７
日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
３
条
第
１
項
の
表
中

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
の

」

施
設
装
備
課
の
項
中
「
、
管
財
係
」
を
削
り
、
「
営
繕
・
施
設
係
」
を
「
管
財
係
、
営
繕
・
施
設
係
」
に
改

め
、
同
表
の
警
務
課
の
項
中
「
給
与
係
」
の
次
に
「
、
術
科
教
養
係
」
を
加
え
、
「
、
術
科
教
養
係
」
を
削

り
、
同
表
の
捜
査
第
一
課
の
項
中
「
窃
盗
犯
特
別
捜
査
班
」
を
「
盗
犯
特
別
捜
査
班
」
に
改
め
、
同
表
の
鑑

識
課
の
項
中
「
写
真
係
」
の
次
に
「
、
警
察
犬
係
」
を
加
え
、
同
表
の
警
備
運
用
課
の
項
中
「
、
警
衛
・
警

護
係
」
を
削
り
、
同
項
中

「
を
」

「

に
改
め
、
同
表
の

」

機
動
隊
の
項
中
「
総
務
係
」
の
次
に
「
、
警
備
実
施
係
」
を
加
え
る
。

第
４
条
の
表
中

「

」

「

」

め
、
同
表
の
主
席
師
範
の
項
及
び
師
範
の
項
中
「
採
用
・
育
成
企
画
室
」
を
「
警
務
課
」
に
改
め
、
同
表
の

サ
イ
バ
ー
犯
罪
事
件
捜
査
指
導
官
の
項
中
「
警
部
」
を
「
警
視
」
に
改
め
、
同
表
の
被
害
者
連
絡
調
整
官
の

項
を
削
り
、
同
表
の
暴
走
族
対
策
官
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
４
条
の
表
の
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
官
の
項
中
「
警
視
」
を
「
警
部
」
に
改
め
る
。

別
表
中

「

令
和
五
年
三
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

二



Ｄ
大
分
南
警
察
署
及
び
佐
伯
警
察
署

Ｅ
杵
築
日
出
警
察
署
、
宇
佐
警
察
署
及
び
臼
杵
津
久
見
警
察
署

Ｆ
豊
後
高
田
警
察
署

Ｇ
国
東
警
察
署
、
玖
珠
警
察
署
、
竹
田
警
察
署
及
び
豊
後
大
野
警
察
署

Ｂ
大
分
東
警
察
署
、
別
府
警
察
署
、
中
津
警
察
署
及
び
日
田
警
察
署

Ｃ
大
分
南
警
察
署
及
び
佐
伯
警
察
署

Ｄ
杵
築
日
出
警
察
署
、
宇
佐
警
察
署
及
び
臼
杵
津
久
見
警
察
署

Ｅ
豊
後
高
田
警
察
署

Ｆ
国
東
警
察
署
、
玖
珠
警
察
署
、
竹
田
警
察
署
及
び
豊
後
大
野
警
察
署

課
の
名
称

係
及
び
班
の
名
称

警
察
署
の
区
分

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

総
務

課
総
務
係
、
犯
罪
被
害
者
支
援

係
、
警
察
安
全
相
談
係

○
○

総
務
係
、
犯
罪
被
害
者
支
援

係
、
警
察
安
全
相
談
係
、
留
置

管
理
係

○
○

○

総
務
会
計
課
総
務
係
、
犯
罪
被
害
者
支
援

係
、
警
察
安
全
相
談
係
、
留
置

管
理
係
、
会
計
係

○

会
計

課
会
計
係

○
○

○
○

○

留
置
管
理
課
留
置
管
理
係

○
○

生
活
安
全
課
生
活
安
全
係
、
人
身
安
全
対
策

係
、
保
安
営
業
係
、
事
件
係
、

少
年
係

○

生
活
安
全
係
、
保
安
営
業
係
、

○

事
件
係
、
少
年
係

（
別
府

警
察
署

に
限

る
。
）

生
活
安
全
係
、
保
安
営
業
係

○
（
別
府

警
察
署

を
除

く
。
）

○
○

生
活
安
全
刑
事

課
生
活
安
全
係
、
保
安
営
業
係
、

刑
事
係
、
鑑
識
係
、
記
録
係

○
○

地
域

課
地
域
総
務
係
、
地
域
指
導
係
、

自
動
車
警
ら
班
、
地
域
係
（
交

番
）

○

地
域
総
務
係
、
自
動
車
警
ら

班
、
地
域
係
（
交
番
、
駐
在

所
）

○
（
別
府

警
察
署

を
除

く
。
）

○

地
域
総
務
係
、
自
動
車
警
ら

班
、
地
域
係
（
交
番
）

○
（
別
府

警
察
署

に
限

る
。
）

地
域
交
通
課
地
域
総
務
係
、
自
動
車
警
ら

班
、
地
域
係
（
交
番
、
駐
在

所
、
地
域
警
ら
）
、
交
通
安
全

教
育
係
、
指
導
取
締
係
、
規
制

係
、
事
故
捜
査
係
、
免
許
係

○
（
宇
佐

警
察
署

を
除

く
。
）

地
域
総
務
係
、
自
動
車
警
ら

班
、
地
域
係
（
交
番
、
駐
在

所
）
、
交
通
安
全
教
育
係
、
指

導
取
締
係
、
規
制
係
、
事
故
捜

査
係
、
免
許
係

○
（
宇
佐

警
察
署

に
限

る
。
）

地
域
総
務
係
、
自
動
車
警
ら

○

を

」

「

に
改
め
、
同
表
の

」

１
及
び
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
規
則
第
５０条

第
１
項
に
定
め
る
課
に
置
く
係
及
び
班
の
名
称

令
和
五
年
三
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

三



班
、
地
域
係
（
駐
在
所
、
地
域

警
ら
）
、
交
通
安
全
教
育
係
、

指
導
取
締
係
、
規
制
係
、
事
故

捜
査
係
、
免
許
係

（
豊
後

大
野
警

察
署
に

限
る
。）

地
域
総
務
係
、
自
動
車
警
ら

班
、
地
域
係
（
駐
在
所
、
地
域

警
ら
）
、
交
通
係

○
○
（
竹
田

警
察
署

及
び
豊

後
大
野

警
察
署

を
除

く
。
）

地
域
総
務
係
、
自
動
車
警
ら

班
、
地
域
係
（
交
番
、
駐
在

所
）
、
交
通
係

○
（
竹
田

警
察
署

に
限

る
。
）

刑
事
第
一
課
強
行
犯
係
、
盗
犯
係
、
鑑
識

係
、
記
録
係

○

刑
事
第
二
課
知
能
犯
係
、
告
訴
告
発
係
、
組

織
犯
罪
対
策
係

○

刑
事

課
強
行
犯
係
、
盗
犯
係
、
知
能
犯

係
、
告
訴
告
発
係
、
組
織
犯
罪

対
策
係
、
鑑
識
係
、
記
録
係

○
（
別
府

警
察
署

に
限

る
。
）

強
行
・
盗
犯
係
、
知
能
・
組
織

犯
罪
対
策
係
、
鑑
識
係
、
記
録

係

○
（
別
府

警
察
署

を
除

く
。
）

○
○

交
通
第
一
課
交
通
安
全
教
育
係
、
指
導
取
締

係
、
暴
走
族
対
策
係
、
規
制

係
、
免
許
係
、
記
録
係

○

交
通
第
二
課
事
故
捜
査
係

○

交
通

課
交
通
安
全
教
育
係
、
指
導
取
締

係
、
暴
走
族
対
策
係
、
規
制

係
、
事
故
捜
査
係
、
免
許
係
、

記
録
係

○
（
別
府

警
察
署

に
限

る
。
）

交
通
安
全
教
育
係
、
指
導
取
締

係
、
規
制
係
、
事
故
捜
査
係
、

免
許
係

○
（
別
府

警
察
署

を
除

く
。
）

○

警
備

課
警
備
係

○
○

○
○

○
○

分
掌
事
務

警
察
署
の
区
分

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

総務関係

１
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

２
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

３
被
疑
者
の
取
調
べ
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
監
督
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

４
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

５
警
察
安
全
相
談
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

関
す
る
こ
と
。

６
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
こ

と
。

７
犯
罪
被
害
者
支
援
の
企
画
、
調
整
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

８
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

９
公
文
書
類
の
接
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

１０
警
察
装
備
に
関
す
る
こ
と
。

１１
拳
銃
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

１２
警
察
官
の
服
制
に
関
す
る
こ
と
。

１３
警
察
電
話
に
関
す
る
こ
と
。

１４
警
察
車
両
に
関
す
る
こ
と
。

１５
警
察
署
運
営
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

１６
所
属
職
員
の
勤
務
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

１７
所
属
職
員
の
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

１８
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

１９
警
察
証
明
に
関
す
る
こ
と
。

２０
警
察
署
の
公
示
・
令
達
文
書
の
制
定
及
び
改
廃
事
務
の
総
括
に

関
す
る
こ
と
。

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務会計課

２
規
則
第
５０条

第
１
項
に
定
め
る
課
の
分
掌
事
務

令
和
五
年
三
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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２１
文
書
事
務
の
指
導
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

２２
所
属
職
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

２３
所
属
職
員
の
昇
任
試
験
等
に
関
す
る
こ
と
。

２４
警
察
職
員
の
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

２５
警
察
術
科
に
係
る
企
画
及
び
実
施
並
び
に
術
科
資
器
材
の
管
理

に
関
す
る
こ
と
。

２６
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

２７
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

２８
職
場
に
お
け
る
警
察
教
養
の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

２９
警
察
学
校
等
に
お
け
る
警
察
教
養
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

３０
所
属
職
員
に
対
す
る
安
全
運
転
教
養
及
び
訓
練
並
び
に
警
察
車

両
運
転
に
係
る
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

３１
機
関
誌
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

３２
所
属
職
員
の
保
健
及
び
元
気
回
復
に
関
す
る
こ
と
。

３３
職
員
住
宅
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

３４
所
属
職
員
の
生
活
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

３５
所
属
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

３６
警
察
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

３７
警
察
職
員
互
助
会
に
関
す
る
こ
と
。

３８
所
属
職
員
の
安
全
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

３９
そ
の
他
所
属
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

４０
所
属
職
員
の
善
行
の
賞
揚
及
び
非
行
の
訓
戒
に
関
す
る
こ
と
。

４１
部
外
者
の
善
行
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

４２
電
子
計
算
組
織
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

４３
そ
の
他
他
の
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

会計関係

１
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２
物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

３
遺
失
物
法
（
平
成
１８年

法
律
第
７３号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

４
財
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

５
庁
舎
及
び
職
員
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

６
所
属
職
員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

７
職
員
住
宅
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

８
所
属
職
員
に
係
る
児
童
手
当
及
び
特
例
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

会計課

会計課

会計課

会計課

会計課

留置管理関係

１
被
留
置
者
の
処
遇
に
関
す
る
こ
と
。

２
被
留
置
者
の
護
送
に
関
す
る
こ
と
。

３
留
置
施
設
及
び
そ
の
備
品
の
保
守
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

４
留
置
管
理
業
務
の
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

５
看
守
及
び
護
送
勤
務
に
関
す
る
こ
と
。

６
そ
の
他
留
置
管
理
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

留置管理課

留置管理課

総務課

総務課

総務課

生活安全関係

１
生
活
安
全
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

２
犯
罪
、
事
故
そ
の
他
の
事
案
に
係
る
市
民
生
活
の
安
全
と
平
穏

に
関
す
る
こ
と
。

３
犯
罪
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

４
大
分
県
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
平
成
１６年

大
分
県
条

例
第
１５号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

５
大
分
県
特
殊
詐
欺
等
被
害
防
止
条
例
（
令
和
元
年
大
分
県
条
例

第
３７号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

６
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１５年

法
律
第
６５号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

７
大
分
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
（
昭
和
４０年

大
分
県
条
例
第
４７

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

８
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
２３年

法
律
第
１２２号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

９
風
俗
関
係
事
犯
及
び
外
国
人
労
働
者
に
係
る
雇
用
関
係
事
犯
に

関
す
る
行
政
施
策
に
関
す
る
こ
と
。

１０
古
物
営
業
法
（
昭
和
２４年

法
律
第
１０８号

）
、
質
屋
営
業
法

（
昭
和
２５年

法
律
第
１５８号

）
、
警
備
業
法
（
昭
和
４７年

法
律
第

１１７号
）
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童

を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１５年

法
律
第

８３号
）
及
び
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１８

年
法
律
第
６０号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

１１
公
営
競
技
に
関
す
る
こ
と
。

１２
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３３年

法
律
第
６
号
）
及
び

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
１４９号

）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
（
他
の
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

１３
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１２年

法
律
第
８１号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

１４
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
１３年

法
律
第
３１号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

１５
恋
愛
感
情
等
の
も
つ
れ
に
起
因
す
る
暴
力
的
事
案
対
策
に
関
す

る
こ
と
。

１６
子
供
と
女
性
を
対
象
と
す
る
性
犯
罪
等
の
予
防
に
関
す
る
こ

と
。

１７
児
童
虐
待
事
案
、
高
齢
者
虐
待
事
案
、
障
害
者
虐
待
事
案
等
の

防
止
に
関
す
る
こ
と
。

１８
酩
酊
者
、
行
方
不
明
者
、
迷
い
子
そ
の
他
応
急
の
救
護
を
要
す

る
者
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

１９
少
年
非
行
の
防
止
に
関
す
る
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

２０
少
年
に
係
る
事
件
の
捜
査
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

生活安全課

生活安全課

生活安全課

生活安全課

生活安全刑事課

生活安全刑事課

令
和
五
年
三
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）
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２１
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

２２
少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響
の
排
除
に
関
す
る
こ
と
。

２３
少
年
の
補
導
及
び
少
年
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

２４
犯
罪
そ
の
他
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
行
為
に
係
る
被

害
少
年
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

２５
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
４１年

大
分
県
条

例
第
４０号

）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
公
安
委
員
会
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

２６
少
年
指
導
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

２７
環
境
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

２８
保
健
衛
生
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

２９
特
許
権
、
商
標
権
等
の
工
業
所
有
権
及
び
著
作
権
を
侵
害
す
る

事
犯
そ
の
他
無
体
財
産
権
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

３０
経
済
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

３１
風
俗
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

３２
外
国
人
労
働
者
に
係
る
雇
用
関
係
事
犯
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

３３
情
報
技
術
の
利
用
に
伴
う
犯
罪
、
事
故
そ
の
他
の
事
案
に
係
る

市
民
生
活
の
安
全
と
平
穏
に
関
す
る
こ
と
。

３４
情
報
技
術
の
利
用
に
伴
う
犯
罪
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

３５
他
の
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
法
令
違
反
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

３６
犯
罪
被
害
者
支
援
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

３７
そ
の
他
生
活
安
全
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

地域関係

１
地
域
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２
管
内
実
態
把
握
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

３
身
近
な
犯
罪
の
予
防
検
挙
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

４
情
報
発
信
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

５
雑
踏
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

６
水
難
、
山
岳
遭
難
そ
の
他
の
事
故
に
お
け
る
人
命
の
救
助
及
び

こ
れ
ら
の
事
故
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

７
警
ら
用
無
線
自
動
車
に
よ
る
警
ら
に
関
す
る
こ
と
。

８
犯
罪
被
害
者
へ
の
訪
問
連
絡
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

９
空
港
施
設
に
お
け
る
警
ら
、
警
戒
警
備
及
び
雑
踏
警
備
に
関
す

る
こ
と
（
国
東
警
察
署
に
限
る
。
）
。

１０
空
港
に
お
け
る
航
空
機
事
故
等
の
人
命
救
助
及
び
初
動
措
置
に

関
す
る
こ
と
（
国
東
警
察
署
に
限
る
。
）
。

１１
警
察
署
通
信
機
械
室
の
運
用
及
び
無
線
機
・
通
信
機
器
の
運
用

管
理
に
関
す
る
こ
と
。

地域課

地域課

地域課

地域交通課

地域交通課

地域交通課

１２
１１０番

通
報
そ
の
他
緊
急
通
報
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

１３
指
令
、
急
訴
等
に
基
づ
く
事
件
及
び
事
故
の
初
動
措
置
に
関
す

る
こ
と
。

１４
緊
急
配
備
に
関
す
る
こ
と
。

１５
そ
の
他
地
域
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

刑事関係

１
刑
事
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２
手
配
及
び
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

３
手
口
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

４
殺
人
、
強
盗
そ
の
他
の
凶
悪
犯
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

５
暴
行
、
傷
害
そ
の
他
の
粗
暴
犯
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

６
窃
盗
犯
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

７
人
質
犯
罪
、
誘
拐
犯
罪
そ
の
他
の
特
殊
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る

こ
と
。

８
サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７

年
法
律
第
７８号

）
に
規
定
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

９
他
の
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
刑
法
犯
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

１０
検
視
に
関
す
る
こ
と
。

１１
移
動
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

１２
犯
罪
被
害
者
支
援
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

１３
性
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

１４
犯
罪
鑑
識
に
関
す
る
こ
と
。

１５
そ
の
他
刑
事
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

１６
偽
造
、
贈
収
賄
、
詐
欺
、
背
任
、
横
領
そ
の
他
の
知
能
的
犯
罪

の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

１７
証
券
取
引
関
係
犯
罪
、
金
融
関
係
犯
罪
及
び
企
業
関
係
犯
罪
の

捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

１８
公
職
の
選
挙
、
国
民
投
票
そ
の
他
の
投
票
及
び
住
民
の
直
接
請

求
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

１９
政
治
資
金
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

２０
組
織
犯
罪
に
係
る
資
料
及
び
情
報
の
収
集
、
分
析
及
び
管
理
に

関
す
る
こ
と
（
他
の
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

２１
暴
力
団
の
排
除
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

２２
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
３
年
法
律
第
７７号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

２３
大
分
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２２年

大
分
県
条
例
第
３３号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

２４
麻
薬
、
覚
醒
剤
そ
の
他
の
薬
物
に
関
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関

す
る
こ
と
。

２５
拳
銃
そ
の
他
の
銃
器
に
関
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

刑事第一課

刑事課

刑事課

刑事課

生活安全刑事課

生活安全刑事課

刑事第二課

令
和
五
年
三
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

六



２６
特
殊
な
捜
査
手
法
が
必
要
と
な
る
詐
欺
そ
の
他
の
組
織
犯
罪
の

取
締
り
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

２７
国
際
的
な
犯
罪
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

２８
犯
罪
被
害
者
支
援
（
知
能
的
犯
罪
及
び
暴
力
団
犯
罪
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
大
分
中
央
警
察
署
に
限

る
。
）
。

交通関係

１
交
通
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２
交
通
事
故
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

３
交
通
安
全
教
育
及
び
交
通
安
全
運
動
に
関
す
る
こ
と
。

４
管
内
に
お
け
る
交
通
事
故
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

５
道
路
交
通
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
安
全
運
転
管
理
者
等
、

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
緊
急
自
動
車
に
関
す
る
こ

と
。

６
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１３年
法
律
第
５７号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

７
道
路
交
通
関
係
法
令
の
規
定
の
違
反
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

８
暴
走
族
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

９
交
通
反
則
行
為
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

１０
道
路
交
通
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
交
通
の
規
制
に
関

す
る
こ
と
。

１１
信
号
機
、
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
そ
の
他
交
通
安
全
施
設
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

１２
道
路
交
通
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
乗
車
、
積
載
及
び
け
ん

引
の
許
可
並
び
に
道
路
の
使
用
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

１３
通
行
及
び
駐
車
の
許
可
、
通
行
禁
止
並
び
に
駐
車
禁
止
適
用
除

外
指
定
車
標
章
の
作
成
及
び
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

１４
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３７年

法
律
第
１４５号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

１５
交
通
規
制
に
係
る
協
議
及
び
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
こ
と
。

１６
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
３６年

法
律
第
２２３号

）
及
び
武
力
攻

撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
１６年

法
律
第
１１２号

）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
緊
急
通

行
車
両
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

１７
運
転
免
許
に
関
す
る
こ
と
。

１８
運
転
免
許
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

１９
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

２０
運
転
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
に
関
す
る
こ
と
。

２１
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
こ
と
。

２２
そ
の
他
交
通
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

交通第一課

交通課

交通課

地域交通課

地域交通課

地域交通課

２３
交
通
事
故
事
件
の
捜
査
及
び
交
通
事
故
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に

関
す
る
こ
と
。

２４
運
転
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
に
関
す
る
こ
と
（
大
分
中
央
警

察
署
に
限
る
。
）
。

２５
犯
罪
被
害
者
支
援
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

交通第二課

警備関係

１
警
備
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２
警
備
活
動
に
係
る
指
導
及
び
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

３
警
備
情
報
の
収
集
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

４
警
備
資
料
に
関
す
る
こ
と
。

５
拡
声
機
の
使
用
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成

４
年
大
分
県
条
例
第
４８号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

６
治
安
警
備
実
施
、
警
衛
及
び
警
護
に
伴
う
犯
罪
の
捜
査
に
関
す

る
こ
と
。

７
警
備
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

８
治
安
警
備
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

９
災
害
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

１０
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る

こ
と
。

１１
警
衛
に
関
す
る
こ
と
。

１２
警
護
に
関
す
る
こ
と
。

１３
犯
罪
被
害
者
支
援
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。

１４
そ
の
他
警
備
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

警備課

警備課

警備課

警備課

警備課

警備課

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
３
月
７
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
分
県
警
察
会
計
監
査
規
程
の
一
部
改
正
）

２
大
分
県
警
察
会
計
監
査
規
程
（
平
成
１６年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１９号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
２
条
第
２
項
中
「
警
務
部
会
計
課
会
計
監
査
室
長
」
を
「
警
務
部
会
計
課
会
計
企
画
・
支
援
・
監
査

室
長
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
警
察
職
員
の
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

３
大
分
県
警
察
職
員
の
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２８年

大
分
県
警
察

本
部
訓
令
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
１
の
警
視
の
項
中
「
被
害
者
連
絡
調
整
官
」
を
「
警
視
の
階
級
に
あ
る
被
害
者
連
絡
調
整
官
」

令
和
五
年
三
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

七



に
改
め
、
同
表
の
警
部
の
項
中
「
警
部
の
階
級
に
あ
る
交
通

事
故
事
件
捜
査
統
括
官
」
を

「
警
部
の
階
級
に
あ
る
交
通

事
故
事
件
捜
査
統
括
官

警
部
の
階
級
に
あ
る
被
害

者
連
絡
調
整
官

」

に
改
め

る
。

令
和
五
年
三
月
七
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

八


